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老
人
保
健
法
が
平
成
14
年
10
月
１
日
に
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
事
務
処
理
の
効
率

化
を
は
か
る
た
め
、
既
存
の
老
人
・
福
祉
医

療
シ
ス
テ
ム
に
機
能
を
追
加
す
る
と
と
も

に
、
高
額
医
療
の
償
還
事
務
に
つ
い
て
も
電

算
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
平
成
16
年
４
月
か

ら
運
用
を
始
め
ま
す
。(

担
当：

障
害
福
祉
課

医
療
福
祉
室tel (

８
６
６)

２
５
１
３)

こ
れ
に
伴
い
新
た
に
電
算
処
理
さ
れ
る
個

人
情
報
は
、「
秋
田
市
電
子
計
算
組
織
に
係

る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
」
に
基

づ
き
、
２
月
18
日
に
秋
田
市
個
人
情
報
保
護

審
議
会
の
承
認
を
受
け
て
い
ま
す
。

■
電
算
処
理
す
る
お
も
な
新
規
記
録
項
目

老
人
・
福
祉
医
療
管
理
業
務
▼
認
定
No.
、
証

交
付
日
、
有
効
期
間
な
ど
18
項
目

老
人
保
健
高
額
医
療
費
支
給
業
務
な
ど
▼
窓

口
負
担
額
、
給
付
種
類
、
支
給
年
月
日
、
支

給
決
定
金
額
な
ど
55
項
目

●
問
い
合
わ
せ
　
市
民
相
談
室

tel (

８
６
６)

２
２
７
２

秋
田
市
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に
対

し
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け

る
と
き
、
１
回
に
つ
き
800
円
の
受
療
費
を
助

成
し
ま
す
。

４
月
か
ら
使
用
す
る
受
療
券
の
交
付
は
３

月
24
日
(水)
か
ら
行
い
ま
す
。
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
う
え
、
国
保
年
金

課
、
土
崎
支
所
、
新
屋
支
所
へ
ど
う
ぞ
。

■
対
象
者

申
請
時
に
55
歳
以
上
で
、
申
請

前
の
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
か
た

■
交
付
枚
数

１
人
で
年
度
内
40
枚(

１
枚

800
円
の
受
療
券
20
枚
綴
り
を
２
冊)

ま
で

●
問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
課
給
付
担
当

tel (

８
６
６)

２
０
９
８

秋
田
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
平
成
16

年
度
の
日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク
受
診
申
請
は
、

４
月
６
日
(火)
か
ら
４
月
12
日
(月)
ま
で
受
け
付

け
ま
す
。

受
付
時
に
、
国
民
健
康
保
険
の
資
格
の
有

無
と
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
状
況
を
確
認

し
ま
す(

完
納
し
て
い
な
い
場
合
に
は
受
け

付
け
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す)

。

対
象
者
、
実
施
医
療
機
関
、
定
員
な
ど
の

詳
細
は
、
次
号
の
広
報
あ
き
た
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
国
保
年
金
課
給
付
担
当

tel (

８
６
６)

２
０
９
８

４
月
１
日
(木)
か
ら
軽
自
動
車
税(

原
動
機

付
自
転
車
・
小
型
特
殊
自
動
車)

の
申
告
書

が
全
国
統
一
様
式
に
変
更
さ
れ
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
市
民
税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
市
民
税
課
税
制
担
当

tel (

８
６
６)

２
０
５
４

MATION
●市　役　所　か　ら　の　お　知　ら　せ

INFOR-

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の

日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク
受
診

申
請
は
４
月
６
日
か
ら

３４
軽
自
動
車
税
の
申
告
様
式

が
変
わ
り
ま
す

老
人
・
福
祉
医
療
業
務

の
電
算
処
理
を
開
始

１

国
民
健
康
保
険
加
入
者
に

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ

ー
ジ
の
受
療
費
を
助
成

２

彼岸のお墓参りの際のお
供え物は、散乱を防ぐため、
各自持ちかえるようご協力
をお願いいたします。

生活課tel(866)2074

今、鶏肉や鶏卵を食べて「鳥イ
ンフルエンザ」に感染することを
心配するかたが増えています。し
かし、鶏肉や鶏卵を食べることに
よって、人が「鳥インフルエンザ」
に感染した例はありません。
鳥インフルエンザウイルスは適

切な加熱によって死滅するとされ
ています。また、食肉や鶏卵には
食中毒を起こす原因となる細菌が
ついていることもあるので、次の
ポイントを守りましょう。

●食肉や鶏卵は中心部まで75℃以
上にしっかり加熱しましょう
●鶏卵を生で食べるときは、購入
後冷蔵庫に保存して、賞味期限
内に食べましょう
●「生食用」以外の食肉やレバー
などは十分加熱して食べましょ

市保健所衛生検査課
tel(883)1181

問い合わせ

鶏肉や卵を
安全に食べるには…

市営墓地を
きれいに
使いましょう

国内で鳥インフルエンザ発生
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平成16年度の固定資産税納税通知書は、５月10日(月)にお
送りする予定です。第１期分の納期限は５月31日(月)です。

■修正後の路線価格を公開■ 地価の下落にともない、一
部地域で平成16年度の固定資産税の基礎となる土地の路線価
格を修正します。修正後の路線価図は４月１日(木)から資産
税課で公開します。土崎・新屋支所では公開しません。▲

４月１日(木)から５月31日(月)までの平日
午前８時30分～午後５時15分

期間

縦覧できる
かた

●納税者　●納税者と同居の親族
●納税管理人　●納税者の代理人(委任状が必要)

持参する
もの

●納税通知書、運転免許証など本人であること
を証明できるもの　●法人の場合は、代表者印
を押した申請用紙または委任状

※土地や家屋の評価額を比較し、自己所有の資産の評価額
が適正かどうか確認していただくという制度の趣旨から
はずれる場合は、お断りすることがあります。
※縦覧帳簿の写しは交付しません。

土地価格等縦覧帳簿…所在、地番、地目、地積、
評価額　家屋価格等縦覧帳簿…所在、家屋番号、
種類、構造、床面積、建築年、評価額

縦覧できる
もの

４月１日（木）から平日(通年)
午前８時30分～午後５時15分

●納税通知書、運転免許証など本人であること　
を証明できるもの
●閲覧できるかたの②～④のかたは、権利を証　
明できるもの(賃貸借契約書など)
●法人の場合は、代表者印を押した申請用紙ま　
たは委任状

固定資産課税台帳…所有者、所在、地番、地目、
地積、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、
評価額、課税標準額など

市役所１階の資産税課
＊土崎・新屋支所でも、「固定資産課税台帳」の写　
しの交付を受けることができますが、記載内容　
についてのお問い合わせは、資産税課までお願　
いします。

市役所１階の資産税課＊土崎・新屋支所では行いません場所

持参する
もの

期間

閲覧できる
もの

場所

納税者が所有する土地・家屋の評価額と、ほかの
土地・家屋の評価額とを比較することができます。

固定資産課税台帳により、固定資産税の課税
内容を確認することができます。

問い合わせ　資産税課tel(866)2056・(866)2057

11 広報あきた　３月12日号

縦覧・閲覧で
資産の内容をチェック！

老人保健医療制度では１か月の医療費の自己負
担限度額が決められています(下表)。入院や通院
で１か月に支払った医療費が自己負担限度額を超
えた場合は、超えた額が、すでに提出されている
「老人保健高額医療費支給申請書」でお届けの預金
口座に、後日振り込まれます。障害福祉課に直接
申請においでになる必要はありません。
ただし、入院に関しては医療費の支払いの負担

を軽くするために、支払額が限度額を超えないし
くみになっています。１か月の医療費(食事代、パ
ジャマ代は除く)の支払いが入院のみであれば還付
金はありません。
１か月の医療費は、病院・診療所・歯科の区別

はなく、薬局での負担も合算します。

老人保健医療制度の
高額医療費

※１…老保該当者で、市民税の課税標準額が124万円以上
のかたが１人でもいる世帯のかた。ただし、70歳以
上のかたが２人以上の世帯で年収637万円未満、単
独世帯で年収450万円未満の場合は１割負担

※２…世帯員全員が市民税非課税の世帯
※３…所得が０円の世帯(例：年金収入のみの場合…単独世

帯で年収約65万円以下、夫婦２人世帯では年収約
130万円以下)

医療費の自己負担割合と１か月の自己負担限度額

障害福祉課医療福祉室
老人・福祉医療担当tel(866)2513

問い合わせ

医療費がたくさんかかったら…

＊昭和７年10月１日以降に生まれたかたは、それ
ぞれの健康保険加入先へお問い合わせください。

？

昭和７年９月30日以前に生まれたかた
65歳以上で一定の障害のあるかた

対象


